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WTO  (世界貿易機関)に基づく政府調達に関する協定(平成 7年条約第23号)の適用を受ける特定調達契約につ

き、 一般競争入札の落札者を決定したので、次のとおり落札者等について告示する。

平成27年 1月 9日

1 落札に係る物品等の名称、数量及び調達方法

住民基本台帳ネットワークシステム通信機器借上げ

2 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

石川県総務部行政経営課情報システム室

金沢市鞍月 1丁目 1番地

3 落札者を決定した日

平成26年12月 5日

4 落札者の名称及び所在地

北陸通信ネットワーク株式会社

金沢市西念一丁目 1番 3号

5 落札金額

12，990，000円

6 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

7 一般競争入札の公告を行った日

平成26年10月24日

石川県告示第4号

石川県知事 谷 本 正 憲

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第 1項の規定により、診断を担当する医師として次のとおり指

定した。

平成27年 1月 9日
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石川県知事 谷 本 正 憲

診療科目 医療機関の名称 所 在 地 医師氏名 指定年月日

整形外科 やわたメデイカルセンター 小松市八幡イ 12番地 7 近江 礼 平成26年12月26日

" " " 太田 敬 " 
" " " 高橋祐樹 " 

眼 科 ょした眼科クリニック 小松市符津町ム91 吉田都是 " 
耳鼻咽喉科 市 立 輪 島 病 院 輪島市山岸町は 1番 1地 上野貴雄 " 

" " " 室野重之 " 
内 科 " " 尾山光一 " 
外 科

介護老人保健施設
加賀市冨塚町中尾126-2 渡遺博之 " 葵の園丘の上

整形外科 村 整 形 外 科 野々市市扇が丘488 小村孝二 " 
" t可 ヰヒ 中 央 病 院 河北郡津幡町字津幡ロ51番地2 井上 啓 " 

石川県告示第5号

身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第 3条第 2項の規定により、次の医師から、身体障害者福祉法

(昭和24年法律第283号)第15条第 1項の指定を辞退する旨の届出があった。

平成27年 1月 9日

石川県知事 谷 本 正 憲

診療科目 医療機関の名称 所 在 地 医師氏名 辞退年月日

整形外科 力日 賀 市 民 病 院 加賀市大聖寺八間道65 高津宏太郎 平成26年 9月30日

" 河 ヰヒ 中 央 病 院 河北郡津幡町字津幡ロ51番地2 船木清伸 " 
" やわたメデイカルセンター 小松市八幡イ 12番地 7 岡本義之 平成26年10月 1日

石川県告示第6号

石川県薬物の濫用の防止に関する条例(平成26年石川県条例第38号。以下「条例」という。)第16条第 1項の規定

により知事指定薬物の指定が次のとおり効力を失ったので、次のとおり告示する。

平成27年 1月9日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 失効した知事指定薬物の名称

(1) 1一 (ベンゾフランー5ーイル) -Nーエチノレプロパンー2ーアミン及びその塩類

(2) 1一 (2ーフルオロフェニノレ)プロパンー2ーアミン及びその塩類

(3) 1一 (4ーフルオロフェニル) 一2一 (イソプロヒ。ルアミノ)ベンタンーlーオン及びその塩類

(4) 1一 (4ーフルオロフェニル) -2一 (メチルアミノ)オクタンーlーオン及びその塩類

2 失効の理由

当該知事指定薬物が条例第 2条第 1項第 6号に掲げる薬物に該当すると認められるに至ったため

3 失効の日

平成27年 1月 5日

4 罰則の適用

条例第24条から第28条までの規定は、上記の知事指定薬物の指定がその効力を失う前にした当該知事指定薬物に

係る行為についても、適用する。

石川県告示第7号

河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、次のとおり告示する。

なお、その関係図面は、石川県土木部河川課及び石川県中能登土木総合事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成27年 1月 9日
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1 河川の名称

二級河川御放川水系御放川

2 廃川敷地等が生じた年月日

平成27年 1月 9日

3 廃川敷地等の位置

石川県公報

七尾市西藤橋町ニ部72番 2及び74番 5並びにカ部11番 4及び18番

4 廃川敷地等の種類及び数量

土地 84. 08平方メートル

公 &. 
zョ

大規模小売庖舗の新設の届出の公告

第 12 763号

石川県知事 谷 本 正 憲

大規模小売眉舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第 5条第 1項の規定により、次のとおり大規

模小売庖舗を新設する旨の届出があった。

なお、法第8条第 2項の規定に基づき、当該大規模小売庖舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のた

め配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、県に対し、意見書の提出により意見を

述べることができる。

平成27年 1月 9日

1 大規模小売眉舗の名称及ひ、所在地

(仮称)片町A地区再開発新ビル

金沢市片町2丁目 2番 5号

石川県知事 谷 本 正 憲

2 大規模小売眉舗を設置する者及び当該大規模小売庖舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名

(1) 大規模小売庖舗を設置する者

片町A地区市街地再開発組合理事長斉藤尚善

金沢市片町2丁目 2番 5号

(2) 大規模小売庖舗において小売業を行う者

未定

3 大規模小売眉舗の新設をする日

平成27年 9月18日

4 大規模小売庖舗内の眉舗面積の合計

7， 136平方メートル

5 大規模小売眉舗の施設の配置に関する事項

(1) 駐車場の位置及び収容台数

位置縦覧による。

収容台数 101台

(2) 駐輪場の位置及び収容台数

位置縦覧による。

収容台数 79台

(3) 荷さばき施設の位置及び面積

位置縦覧による。

面積 107. 5平方メートル

(4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

位置縦覧による。

容量 38. 73立方メートル

6 大規模小売眉舗の施設の運営方法に関する事項
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(1) 大規模小売庖舗において小売業を行う者の開居時刻及び閉居時刻

午前10時から午後 8時まで

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯

24時間(一部午前9時30分から午後 8時30分まで)

(3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

出入口の数 3箇所

位置縦覧による。

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

24時間

7 届出年月日

平成26年12月25日

8 届出等の縦覧場所

石川県商工労働部経営支援課、 石川県行政情報サービスセンター及び金沢市経済局商業振興課

9 届出等の縦覧期間

平成27年 1月 9日から同年 5月11日まで

10 意見書の提出期限及び提出先並びに問合せ先

平成27年 5月11日

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県商工労働部経営支援課

公共測量終了公告

測量法(昭和24年法律第188号)第39条において準用する同法第14条第 2項の規定により、金沢市から、次のとお

り公共測量を終了した旨の通知があった。

平成27年 1月9日

石川県知事 谷 本 正 憲

公 共 測

(航空 写 真 撮 影 )

量

作 業 期 間

平成26年 7月15日から

平成26年11月30日まで

作業地域

金沢市都市計画区域及び内灘町全域

危
「，a1

，
 

業 種 類

道路の位置の指定公告

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第 1項第 5号の規定により、次のとおり道路の位置を指定した。

平成27年 1月9日

石川県知事 谷 本 正 憲

関係土地の地名及び地番 道路の幅員及び延長 位置指定申 請 者 指定年月日

かほく市白尾ル16番15及び農道の |幅員 6.00m 

無籍地の一部 |延長 28. 37m 

金沢市増泉一丁目 19番 5-3号 |平成26年間22日

有限会社エコ ・プランニング

入 札 公 とと
口

次のとおり 一般競争入札を実施する。

平成27年 1月 9日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 一般競争入札に付する事項

(1) 借上件名及び数量

視覚検査装置借上 一式

(2) 調達件名の特質等

入札説明書による。
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(3) 借上期間

平成27年 2月1日から平成34年 1月31日まで

(4) 設置場所

石川県警察本部が別途指定する場所

2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

第 12 763号 5 

この入札に参加することができる者は、平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契

約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等(平成

9年石川県告示第581号)に基づき、平成26年度において競争入札参加者資格を有する者で、次に掲げる条件の全

てに該当し、かつ、知事によりこの契約に係る入札参加資格の確認を受けたものであること。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 県の指名停止措置を受けていない者であること。

(3) 次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。

ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支庖若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

(平成3年法律第77号)第 2条第 6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者

イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力

団又は暴力団員の利用等をしている者

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力

団の維持運営に協力し、又は関与している者

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

3 入札者に要求される義務

入札者は、入札参加資格確認申請書を提出しなければならない。入札参加資格確認申請書には、次に示す事項に

ついて証明する書類を添えて平成27年 1月16日(金)までに 5(1)の提出場所に提出すること。なお、契約担当者か

ら当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。

(1) 仕様書に定められる業務内容を公正かっ的確に遂行し得る者であること。

(2) 国又は地方公共団体が発注した各種の機器又は装置に係る借上げを受注し、又は履行した実績を有し、この公

告に示 した借上予定物品の納入が可能であると認められる者であること。

4 入札参加資格の確認の結果の通知

確認の結果の通知は、平成27年 1月19日(月)までに入札参加資格確認結果通知書を郵送する等により行う。

5 入札書の提出場所等

(1) 入札喜の提出場所、入札説明書及び入札参加資格確認申請書の交付場所並びに問合せ先

干920-8553 金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県警察本部庁舎4階会計課 電話番号 076-225一0110

(2) 入札説明書の交付方法

(1)の交付場所において交付

(3) 入札喜の受領期限

平成27年 1月20日(火)正午

(郵送の場合は、簡易書留とし、受領期限内必着とする。宛先は(1)の提出場所とする。)

(4) 開札の日時及び場所

平成27年 1月20日(火)午後 1時30分 石川県警察本部庁舎2階聴聞控室

6 入札方法

入札金額は、 1(3)の借上期間に係る賃貸借料総額を記載する こと。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の100分の 8に相当する金額を加算した金額(当該金額に 1円未満の端数があるときは、そ

の端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札喜に記載

すること。
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7 落札者の決定方法

石川県財務規則(昭和38年石川県規則第67号)第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

8 入札に関する注意事項

(1) 入札参加者は、入札当日、入札参加資格確認結果通知書を提示すること。

(2) 入札参加者は、仕様書、契約書案その他関係書類を熟覧の上、入札すること。

(3) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を希望しないときは、入札に参加しないことができる。この場合

において、県は、入札に参加しないことを理由に不利益な取扱いは行わない。

9 入札の無効

この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書、入札者に要求される義務を履行しなかった者

の提出した入札喜その他入札説明書に示す無効の入札喜に掲げる入札喜は、無効とする。

10 契約書作成の要否

要

11 入札保証金及び契約保証金

免除

公安委員 A
E
 

石川県公安委員会告示第 1号

石川県公安委員会が行う交通の規制(昭和47年石川県公安委員会告示第48号)の一部を次のように改正する。

平成27年 1月9日

石 川 県公安委員会

別表第 2 (一方通行の指定)七尾警察署管内(能越自動車道)の表に次のように加える。

国道470号(大
七尾市大泊町崎谷74番地先から 約280 七尾大泊 1Cから県境

15 泊 1Cオンラン 終 日 自動車

プ海側)
七尾市大泊町泊54番地先まで メートル ノfーキングに至る方向

国道470号(大
七尾市大泊町泊143番地先から 約330

県境ノミーキング方向か

16 泊 1Cオフラン 終 日 自動車 ら七尾大泊 1Cに至る
七尾市大泊町崎谷60番地先まで メートル

方向プ山側)

国道470号(県
七尾市大泊町藤巻163番地先から 約140

七尾大泊 1C方向から

17 境パーキング入 終 日 自動車 県境ノfーキングに至る

口)
七尾市大泊町藤巻26番地先まで メートル

方向

国道470号(県
七尾市大泊町藤巻24番地先から 約120 県境ノfーキングから七

18 境パーキング出 終 日 自動車
七尾市大泊町藤巻48番地先まで メートル 尾大泊 1Cに至る方向

口)

別表第 2 (一方通行の指定)七尾警察署管内(能越自動車道)の表13の項を次のように改める。

七尾城山 1C方向から

大泊 1Cに至る方向

国道470号(大 l

|七尾市東浜町コ33番地先から
泊 1Cオフラン |

|七尾市大泊町マ 1番地先まで
プ海側)

別表第4 (指定方向外進行禁止)七尾警察署管内(能越自動車道)の表に次のように加える。

国道470号(大 七尾市大泊町マ 1番地
高架下方向からオフランプ海側への左折 自動車 終21 日

泊 1C高架下) 先

国道470号(大 七尾市大泊町崎谷60番 高架下方向からオフランプ山側への左折及び
自動車 終22 日

泊 1C高架下) 地先 オンランプ山側への右折
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国道470号(大 七尾市大泊町泊54番地
本線七尾市街方向からオンランプへの左折 自動車 終23 日

泊 1C本線) 先

国道470号(大
七尾市大泊町泊54番地

24 泊 1Cオンラン
先

オンランプから本線七尾市街方向への右折 自動車 終 日

プ海側)

国道470号(県
七尾市大泊町藤巻48番

25 境パーキング出 ノfーキング出口から本線富山県方向への右折 自動車 終 日
地先

口)

国道470号(県
七尾市大泊町藤巻48番

26 境パーキング本
地先

本線富山県方向からパーキング出口への左折 自動車 終 日

線)

別表第 9 (追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止)七尾警察署管内(能越自動車道)の表 2の項を次のよう

に改める。

国道 470 号 |七尾市千野町ほ25番 1先から

(本 線) I七尾市大泊町藤巻12番 1先まで

別表第10(普通自転車歩道通行可)大聖寺警察署管内の表42の項を次のように改める。

I ._ .-. ....._ . . .... I加賀市熊坂町220番地先から
42 I県道熊坂今出線 |

加賀市大聖寺錦町40番 4先まで

別表第ll(最高速度の指定)大聖寺警察署管内の表に次のように加える。

加賀市大聖寺地方町四の59番地1先

から

加賀市大聖寺錦町40番 4先まで

別表第ll(最高速度の指定)大聖寺警察署管内の表46の項を次のように改める。

加賀市大聖寺関町16番地先から

46 I県道熊坂今出線 |加賀市大聖寺地方町6乙49番地2先

まで

別表第ll(最高速度の指定)七尾警察署管内(能越自動車道)の表に次のように加える。

国道 470 号 七尾市千野町ほ25番 1先から 約500 毎時40キロ
27 

(本 線) 七尾市千野町二十之部17番地5先まで メートル メートル

国道 470 号 七尾市千野町二十之部17番地5先から 約300 毎時50キロ
28 

(本 線) 七尾市千野町と之部63番地先まで メートル メートル

国道 470 号 七尾市千野町と之部63番地先から 約12，817 毎時50キロ
29 

(本 線) 七尾市大泊町藤巻12番 1先まで メートル メートル

国道470号 (大
七尾市大泊町崎谷74番地先から 約280 毎時40キロ

30 泊 1Cオンラン

プ海側)
七尾市大泊町泊54番地先まで メートル メートル

国道470号 (大
七尾市大泊町泊143番地先から 約330 毎時40キロ

31 泊 1Cオフラン
七尾市大泊町崎谷60番地先まで メートル メートル

プ山側)

終

終

日目

日f日
車両(原動機付自

転車及びけん引②

③を除く 。)

車両(けん引③を

除く 。)

日 自動車

日 自動車

雨、風雪、凍

結等により走

行に影響を及 自動車

ぼす恐れがあ

るとき

終 日 自動車

終 日 自動車
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国道470号(県
七尾市大泊町藤巻163番地先から 約140 毎時40キロ

終 日 自動車32 境パーキング入
七尾市大泊町藤巻26番地先まで メートル メートル

口)

国道470号(県
七尾市大泊町藤巻24番地先から 約120 毎時40キロ

終 日 自動車33 境パーキング出
七尾市大泊町藤巻48番地先まで メートル メートル

口)

別表第ll(最高速度の指定)七尾警察署管内(能越自動車道)の表24の項を次のように改める。

国道 470 号 |七尾市千野町と之部63番地先から

(本 線) I七尾市大泊町藤巻12番 1先まで

別表第13の2 (専用通行帯)金沢東警察署管内の表 1の項及び表 9の項を次のように改める。

金沢市本町1丁目 1番 道路の左側端から数 パス専用通行帯

20号先から 7 : 30から えて 1番目の車両通 を通行する車両

金沢市本町1丁目43番 9 : 00まで、 行帯をパス専用通行 は、パス、実車

主要地方道 地先まで 約180 17 : 00力、ら 帯とする。その他の のタクシー(回

金沢停車場線 白銀交差点から安江町 メートル 18 : 30まで 車線は、パス専用通 送車を含む。)

交差点方向に向け、車 (土 ・日曜、 行帯を通行する自動 4人以上乗車の

道中央線から左側車線 休日剖徐く。) 車以外の車両通行帯 自動車及び自動

の部分 とする。 二輪車とする。

7 : 30から

金沢市安江町1番10号
9 : 00まで、

道路の左側端から数
右折パス専用通

17 : 00カ、ら 行帯を通行する
先から

18 : 30まで
えて 3番目の車両通

車両は、パス、
金沢市安江町1番 1号

(土 ・日曜、
行帯を右折パス専用

実車のタクシー
主 要地方道 先まで 約80 通行帯とする。その

9 休日剖徐く。) (回送車を含む。)
金沢停車場線 むさし西交差点から武 メートル 他の車線は右折パス

蔵交差点に向け、道路
及び15: 00 

専用通行帯を通行す
4人以上乗車の

中央分離帯から左側車
カミら18: 30 

る自動車以外の車両
自動車及び自動

まで(土 ・ 二輪車で右折す
線の部分 通行帯とする。

日曜、休日 る車両とする。

に限る。)

別表第17(停車及び駐車禁止)金沢東警察署管内の表2の項を次のように改める。

金沢市本町1丁目 1番20号先から 7 : 30から 9
車両(ただし、

主 要地方道
金沢市本町1丁目43番地先まで

約180
00まで、 17: 00 

人の乗降のた
2 白銀交差点から安江町交差点方向に向け、 から18: 30まで

金沢停車場線
車道中央線から左側車線の部分(法第44条

メートル
(土 ・日曜、休

めの停車を除

く。)
第1項各号に定めるものを除く 。) 日を除く 。)

別表第18(駐車禁止)大聖寺警察署管内の表に次のように加える。

I ._ .-. ....._ . . .... I加賀市大聖寺関町16番地先から
147 I県道熊坂今出線 |

加賀市大聖寺地方町6乙49番地2先まで lfTiJ日l車両l
別表第18(駐車禁止)大聖寺警察署管内の表50の項を次のように改める。

I ._." ....._ . . .. I加賀市大聖寺錦町40番4先から
50 I県道熊坂今出線 |

加賀市大聖寺地方町四の59番地 1先まで lfTiJ目l車両l
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別表第22(右折方法の指定)金沢東警察署管内の表に次のように加える。

15 
主要地方道 金沢市安江町294番地 1先 原動機付

主要地方道金沢停車場線を東進

金沢停車場線 (むさし西交差点) 自転車
終 日 して道路中央に寄って右折(小

市 道 1 級

回り)

16 幹 線 119 号
金沢市安江町12番 4号先 原動機付

市道 1級幹線119号金沢駅通り

金沢駅通り線
(むさし西交差点) 自転車

終 日 線を南進して道路中央に寄って

右折(小回り)

匡と
.1m. 査 委 民

定期監査結果公表

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項の規定により、平成26年度の財務事務に係る監査を実施したの

で、その結果を次のとおり公表する。

平成27年 1月9日

石川県監査委員 向 出 勉

同 田 中 ↑専 人

同 安 田 1箕

同 織 回 青争 {-i;; 

監査箇所名 監査年月日 監査の対象 監査の結果

所管の業務をはじめ、財務に関する事

石川四高記念文化交流館 平成26年12月15日 平成26年 9月末日現在 務の執行は、おおむね適正に処理されて

いると認める。

歴史博物館 " " " 
能楽堂 " " " 
金沢教育事務所 " " " 
盲学校 平成26年12月17日 " " 
金沢商業高等学校 " " " 
金沢泉丘高等学校 " " " 
金沢中央高等学校 " " " 
七尾高等学校 " " " 
七尾城北高等学校 " " " 
七尾東雲高等学校 " " " 
七尾特別支援学校 " " " 
北部家畜保健衛生所 平成26年12月19日 " " 
消防学校 " " " 
鹿西高等学校 平成26年12月22日 " " 
羽咋高等学校 " " " 

財政的援助団体等監査結果公表

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第 7項の規定により、平成25年度の財政的援助等に係る監査を実施し

たので、その結果を次のとおり公表する。

平成27年 1月9日

石川県監査委員 向 出 勉

同 回 中 博 人

同 安 田 1箕

同 織 田 青争 {-i;; 



10 平成 27年 1月 9 日(金曜日) 石川県公報 第 12 763号

監査箇所名 監査年月日 監 査 の 結 果

公益財団法人石川県デザイン
平成26年12月15日

当該団体の出納その他の事務の執行は、おおむね適正に処

センター 理されていると認める。

公益財団法人石川県体育協会 平成26年12月17日 " 
へぐら航路株式会社 平成26年12月19日 " 

定期監査の結果報告に基づいて講じた措置の公表

石川県公安委員会より標記のことについて、男IJ紙のとおり通知を受けたので地方自治法(昭和22年法律第67号)第

199条第12項の規定により公表する。

平成27年 1月9日

石川県監査委員 向 出 勉

同 回 中 博 人

同 安 回 1箕

同 織 田 青争 {-i;; 

(別紙)

石公委第 102号

平成26年12月11日

石 川 県 監査委 員 様

石 川 県公安委員会

平成26年11月28日付け石監査第428号で通知のあった監査の結果に基づき、下記のとおり措置を講じたので地方自

治法第199条第12項の規定により通知します。

言己

指摘事項 機関名 監査結果に基づき講じた措置

公用車の交通事故が発生してい 大聖寺警察署 職員の交通事故防止対策として、全職員を対象に、交通事

ます。 故防止を題材とした検討会を実施し、安全運転に対する心構

交通事故防止を推進しなければ えや安全確保のために遵守すべき基本事項の再確認を行った

ならない機関であり、安全運転に ほか、同乗者による安全確認補助の方法についての誘導訓練

万全を期するよう厳重に注意 して を行うなどの交通事故防止対策を実施し、交通事故防止の徹

ください。 底を図りました。

また、交通事故を起こした職員に対しては、石川県安全運

転研修所を利用した運転技能及び知識の再確認と安全運転に

対する意識付けを行し、ました。

今後とも、交通事故防止を推進しなければならない機関で

あることを踏まえ、 全職員に対する指導 ・教養を継続して実

施し、交通事故の未然防止に努めます。

( 1箇月2，350円送料とも) 発行人 'f920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地 石川県

印刷所 'f921-8002 石川県金沢市玉鉾4丁目 166番地 側共栄 TEL(076)292-2236 


